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１ 海洋投入処分しようとする廃棄物の特性 

海洋投入処分しようとする水底土砂の特性を把握するため、しゅんせつ区域の中から

図 1に示す地点で水底土砂の採取を行い、表 1に示す分析項目及び試料採取方法により

性状の把握を行った。 

試料採取を行ったこれらの地点は、次に示す理由により、しゅんせつ範囲の土砂の特

性を代表するものと判断できる。 

小宝島港周辺の海底は新第三紀中新世の輝石安山岩類を基盤岩とし、これを更新世の

琉球層群が段丘状に取り巻き、外縁部には完新世後期の離水珊瑚礁がある。  

小宝島港周辺には河川等の砂質土等の起源となるような発生源はなく、前述のとおり、

本申請に係る一般水底土砂は離水珊瑚礁に覆われており、底質の性状に影響をもたらす

要因はみられない。また、現地の目視観察においても、本申請に係るしゅんせつ区域内

の底質の状況はサンゴ殻で一様に覆われていた。このことから、しゅんせつ箇所の底質

は等質のサンゴ殻でそのほとんどが構成されていると考えられる。 

また、しゅんせつ区域は港湾内であるものの、水深が浅く場所により低潮時に離水珊

瑚礁が表出する箇所もあるため、しゅんせつ区域内の船舶等の航行はほとんどなく、し

ゅんせつ区域周辺においても、小宝島港西側の防波堤沿いの航路を利用し、港内奥側に

ある岸壁に停泊することがほとんどである。このことから、しゅんせつ区域及びその周

辺において船舶起源の影響はほとんどないと考えられる。なお、しゅんせつ区域内の海

底表層下における底質は海底表層と同様にサンゴ殻で構成されているものと考えられ

るが、これまでに海底表層下の底質の情報はなく、海底表層下の底質状況は不明確であ

る。 

以上を踏まえて、港湾内にあるしゅんせつ区域が閉鎖的な海域であるため、「底質調

査方法（平成 24 年 8 月環境省水・大気環境局）」の「河川・水路」を対象とした調査地

点の設定方法（50m 間隔の均等配置）を適用した上で、しゅんせつ区域内の形状及び潮

汐による水底土砂の表出の影響を考慮し、図 1に示すように、一般水底土砂の特性の把

握のための調査地点として、代表する 6 地点（うち 3 地点は本申請対象範囲外であるが

底質状況の把握のために採取した。）を選定し、水質汚濁の影響を受けやすい表層及び

海底表層下鉛直方向の底質を代表する 2 地点（No.5、No.6）の各層を、しゅんせつ区域

内を代表する底質として採取した。 

なお、干潮時に表出する地点については、干潮時の表出を視認した上で移植ごてによ

り採取し、最低水位時に海面下にある地点についてはダイバーにより直接採取し、試料

とした。また、鉛直方向の各層については、グラブしゅんせつ船のグラブバケットで

50cm 深を 1 層とした各層ごとに水底土砂をしゅんせつし、グラブしゅんせつ船に引き

上げ、各層ごとに移植ごてを用いて採取し、試料とした。 

 

以上により試料採取を実施し、水平方向及び鉛直方向の土砂の性状を把握したころか

ら、分析結果がしゅんせつ区域全ての水底土砂の代表性を有していると考えた。  
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採取試料の判定基準への適合状況について、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関

する法律施行令第 5条第 1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む

廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和 48 年総理府令第 6 号。以下「省令」とい

う。）」により定める水底土砂に係る判定基準（全 34 項目）に照らし合わせて確認し

た結果、表 3-1～表 3-3（p.9～11）に示すとおり、全ての試料採取地点における全

判定基準項目の値が省令に定める判定基準値未満であった。 

また、小宝島港は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条第

1 項第 1 号の規定に基づく指定水底土砂に係る水域の指定（昭和 48 年環境庁告示第

18 号）」による指定水域（①港則法施行令（昭和 40 年政令第 219 号）別表第 1 に掲

げる田子の浦港の区域、②愛媛県三島港防波堤灯台から 224 度 850ｍの地点、同地点

から 310 度 1,750ｍの地点、愛媛県川之江港西防波堤灯台から 28 度 4,070ｍの地点及

び同地点から 130度 2,020ｍの地点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面

並びに金生川最下流橋下流の河川水面）に属しないことから、しゅんせつ区域内の水

底土砂は「指定水底土砂」に該当しない。 

したがって、しゅんせつにより発生する土砂は、「海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律（昭和 45 年法律第 136 号）」第 10 条第 2 項第 5 号ロの政令で定める基

準に適合した一般水底土砂であると判断される。 

 

 

表 1 分析項目、試料採取方法、試料採取層の一覧 

分析項目 
水底土砂の 

採取方法 

物理的 

特性 

形態 
干潮時表出する地点： 

移植ごてによる直接採取 

 

最低水位時海面下の地点： 

ダイバーによる直接採取 

 

鉛直方向の各層地点： 

グラブしゅんせつ船により

50cm 層を 1 層とし、各層ごと

に採取 

 

比重 

粒径組成 

化学的 

特性 

水底土砂の判定基準に係る項目  

判定基準に係る有害物

質等以外の有害物質 

クロロフォルム（溶出） 

ホルムアルデヒド（溶出） 

その他の有害物質等 トリブチルスズ化合物（溶出） 

トリブチルスズ化合物（含有） 

COD（化学的酸素要求量） 

生化学的 

・生物学的

特性 

有機物の濃度に 

係る指標 

熱しゃく減量（強熱減量） 

水底に生息する生物 

備考：各調査地点の試料採取日 

No.2 ：2016 年 4 月 23 日 

No.1、No.3、No.4、No.5 ：2016 年 4 月 25 日 

No.5'-1、No.5'-2、No.6-1、No.6-2、No.6-3、No.6-4、No.6-5 ：2017 年 2 月 19 日 
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図 1 底質調査地点 
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(1) 物理的特性に関する情報 

ア 形態 

表 2-1～表 2-3 に示すように、海洋投入を計画している小宝島港の一般水底土

砂の形態は、目視による観察では固体状であった（図 2-1～図 2-2 参照）。地盤材

料の分類名は、No.1 及び No.3 で分級された砂質礫（GPS）、No.2 で分級された礫ま

じり砂（SP-G）、No.4 及び No.5 で分級された礫質砂（SPG）、No.6-1 で礫まじり砂

（S-G）、No.5'-1～No.5'-2 及び No.6-2～No.6-5 で砂礫質（GS）であった。 

また、乾燥減量（水分）は 6.8～17.5％であった。 

 

イ 比重 

表 2-1～表 2-3 に示すように、比重は 2.771～2.801g/cm3 であった。 

 

ウ 粒度組成 

表 2-1～表 2-3 に示すように、粒度組成は礫分 10.8～77.1％、砂分 21.3～87.7％、

シルト分 0.1～3.8％、粘土分 0.1～0.6％であり、礫分と砂分で 95.6～99.8％を占

めていた。 

50％粒径は 0.5738～6.240mm、最大粒径は 19.0～53.0mm であった。 

 

なお、それぞれの地点における粒径加積曲線を資料として、資料編に添付した。 

 

表 2-1 物理的特性の分析結果（表層） 

（試料採取日 2016 年 4 月 23 日：No.2） 

（試料採取日 2016 年 4 月 25 日：No.1、No.3、No.4） 

調査項目 単位 
しゅんせつ区域 

No.1 No.2 No.3 No.4 

形  態 ― 固体状 固体状 固体状 固体状 

地盤材料の分類名 

（分類記号） 
 

分級された

砂質礫 

（GPS） 

分級された

礫まじり砂 

（S-PG） 

分級された

砂質礫 

（GPS） 

分級された

礫質砂 

（SPG） 

乾燥減量（水分） ％ 7.5 8.9 6.8 12.3 

比  重（密度） g/cm3 2.795 2.788 2.793 2.792 

土 

質 

試 

験 

粒 

度 

組 

成 

粗礫分 ％ 1.5 1.0 7.5 2.7 

中礫分 ％ 29.4 4.8 36.5 9.7 

細礫分 ％ 42.0 6.8 29.5 8.3 

粗砂分 ％ 20.3 21.5 16.8 19.6 

中砂分 ％ 6.3 56.9 8.2 50.5 

細砂分 ％ 0.2 7.9 1.3 8.0 

シルト分 ％ 0.2 0.9 0.1 1.0 

粘土分 ％ 0.1 0.2 0.1 0.2 

最大粒径 mm 37.5 26.5 37.5 37.5 

60％粒径 mm 3.9318 0.7575 5.3064 0.8563 

50％粒径 mm 3.2370 0.6261 4.0636 0.6887 

30％粒径 mm 2.1457 0.4318 2.2646 0.4653 

10％粒径 mm 1.0561 0.2595 0.8679 0.2593 

均等係数 ― 3.72 2.92 6.11 3.30 

曲率係数 ― 1.11 0.95 1.11 0.98 
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表 2-2 物理的特性の分析結果（No.5、No.5'各層） 

（試料採取日 2016 年 4 月 25 日：No.5） 

（試料採取日 2017 年 2 月 19 日：No.5'-1、No.5'-2） 

調査項目 単位 
しゅんせつ区域 

No.5 No.5'-1 No.5'-2 

形  態 ― 固体状 固体状 固体状 

地盤材料の分類名 

（分類記号） 
 

分級された

礫質砂 

（SPG） 

砂質礫 

（GS） 

砂質礫 

（GS） 

乾燥減量（水分） ％ 8.3 16.9 14.0 

比  重（密度） g/cm3 2.801 2.791 2.778 

土 

質 

試 

験 

粒 

度 

組 

成 

粗礫分 ％ 13.3 4.6 7.2 

中礫分 ％ 13.6 42.4 41.2 

細礫分 ％ 8.3 19.8 19.2 

粗砂分 ％ 20.4 11.5 12.7 

中砂分 ％ 40.7 12.1 11.0 

細砂分 ％ 2.4 7.3 6.0 

シルト分 ％ 1.2 2.0 2.4 

粘土分 ％ 0.1 0.3 0.3 

最大粒径 mm 53.0 26.5 37.5 

60％粒径 mm 1.4909 5.882 6.412 

50％粒径 mm 0.9996 4.303 4.481 

30％粒径 mm 0.6223 1.632 1.747 

10％粒径 mm 0.3768 0.2612 0.3059 

均等係数 ― 3.96 23 21 

曲率係数 ― 0.69 1.7 1.6 

 

 

表 2-3 物理的特性の分析結果（No.6 各層） 

（試料採取日 2017 年 2 月 19 日） 

調査項目 単位 
しゅんせつ区域 

No.6-1 No.6-2 No.6-3 No.6-4 No.6-5 

形  態 ― 固体状 固体状 固体状 固体状 固体状 

地盤材料の分類名 

（分類記号） 
 

礫まじり 

砂 

（S-G） 

砂質礫 

（GS） 

砂質礫 

（GS） 

砂質礫 

（GS） 

砂質礫 

（GS） 

乾燥減量（水分） ％ 11.8 14.0 12.8 14.4 17.5 

比  重（密度） g/cm3 2.780 2.771 2.780 2.788 2.780 

土 

質 

試 

験 

粒 

度 

組 

成 

粗礫分 ％ ― 6.0 2.6 3.8 2.2 

中礫分 ％ 2.0 42.6 56.3 49.1 46.8 

細礫分 ％ 8.8 19.2 18.2 18.9 16.7 

粗砂分 ％ 20.3 11.3 9.7 7.2 7.9 

中砂分 ％ 52.7 11.7 6.7 11.5 14.8 

細砂分 ％ 14.1 6.7 4.9 7.4 7.2 

シルト分 ％ 1.8 2.0 1.4 2.0 3.8 

粘土分 ％ 0.3 0.5 0.2 0.1 0.6 

最大粒径 mm 19.0 26.5 26.5 26.5 26.5 

60％粒径 mm 0.6985 6.544 7.978 6.782 6.343 

50％粒径 mm 0.5738 4.511 6.240 5.177 4.583 

30％粒径 mm 0.3774 1.753 3.000 2.276 1.288 

10％粒径 mm 0.1933 0.2735 0.4743 0.2639 0.2114 

均等係数 ― 3.6 24 17 26 30 

曲率係数 ― 1.1 1.7 2.4 2.9 1.2 
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No.1（2016 年 4 月 25 日） 

 
No.2（2016 年 4 月 23 日） 

 
No.3（2016 年 4 月 25 日） 

 
No.4（2016 年 4 月 25 日） 

 
No.5（2016 年 4 月 25 日） 

 

 

図 2-1 しゅんせつ区域の底質状況（2016 年 4 月 23 日、25 日） 
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No.5'-1（2017 年 2 月 19 日） 

 
No.5'-2（2017 年 2 月 19 日） 

 
No.6-1（2017 年 2 月 19 日） 

 
No.6-2（2017 年 2 月 19 日） 

 
No.6-3（2017 年 2 月 19 日） 

 
No.6-5（2017 年 2 月 19 日） 

 
No.6-4（2017 年 2 月 19 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 しゅんせつ区域の底質状況（2017 年 2 月 19 日） 
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(2) 化学的特性に関する情報 

ア 判定基準への適合状況 

採取試料の判定基準への適合状況について、「海洋汚染等及び海上災害の防止に

関する法律施行令第 5条第 1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を

含む廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和 48 年総理府令第 6 号。以下「省令」

という。）」により定める水底土砂に係る判定基準（全 34 項目）に照らし合わせて

確認した結果、表 3-1～表 3-3 に示すとおり、全ての試料採取地点における全判

定基準項目の値が省令に定める判定基準値未満であった。 

また、小宝島港は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条

第 1 項第 1 号の規定に基づく指定水底土砂に係る水域の指定（昭和 48 年環境庁告

示第 18 号）」による指定水域（①港則法施行令（昭和 40 年政令第 219 号）別表第

1に掲げる田子の浦港の区域、②愛媛県三島港防波堤灯台から 224度 850ｍの地点、

同地点から 310 度 1,750ｍの地点、愛媛県川之江港西防波堤灯台から 28 度 4,070

ｍの地点及び同地点から 130 度 2,020ｍの地点を順次に結んだ線並びに陸岸により

囲まれた海面並びに金生川最下流橋下流の河川水面）に属しないことから、しゅん

せつ区域内の水底土砂は「指定水底土砂」に該当しない。 

したがって、しゅんせつにより発生する土砂は、「海洋汚染等及び海上災害の防

止に関する法律（昭和 45 年法律第 136 号）」第 10 条第 2 項第 5 号ロの政令で定め

る基準に適合した一般水底土砂であると判断される。 

 

イ 判定基準に係る有害物質等以外の有害物質等であって別表 4 に掲げるものにつ

いて、同表に定める物質ごとの濃度に関する基準への適合状況 

表 4に示すとおり、「告示」に掲げる有害物質等であるクロロフォルム及びホル

ムアルデヒドについても、全地点で検出下限値未満であり、判断基準に適合してい

た。 

 

ウ その他の有害物質等 

小宝島港周辺には民家や事業場が立地していないため、生活系・事業場系汚濁物

質の流入は考えられない。その他有害物質等として小宝島港を利用する船舶から船

底防汚塗料として用いられている有機スズ系塗料の欠落が考えられることから、ト

リブチルスズ化合物を選定した。 

表 5に示すとおり、船底防汚塗料に用いられてきたトリブチルスズ化合物の濃度

は全地点で 0.000001mg/L 未満であり、基準値の目安を満足していた。また、表 6

に示すように、トリブチルスズ化合物の含有量は全地点で 0.0001mg/kg 未満であっ

た。 
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表 3-1 判定基準項目の分析結果（その１） 

（試料採取日 2016 年 4 月 23 日：No.2） 

（試料採取日 2016 年 4 月 25 日：No.1、No.3、No.4） 

調査項目 単位 
しゅんせつ区域 

判定基準値 
判
定 No.1 No.2 No.3 No.4 

アルキル水銀化合物 mg/L 
検出されず 

（0.0005 未満） 

検出されず 

（0.0005 未満） 

検出されず 

（0.0005 未満） 

検出されず 

（0.0005 未満） 

検出され 

ないこと。 
◯ 

水銀又はその化合物 mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.005以下 ◯ 

カドミウム又はその化合物 mg/L 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.1 以下 ◯ 

鉛又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

有機りん化合物 mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 1 以下 ◯ 

六価クロム化合物 mg/L 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.5 以下 ◯ 

ひ素又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

シアン化合物 mg/L 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 1 以下 ◯ 

ポリ塩化ビフェニル mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.003以下 ◯ 

銅又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 3 以下 ◯ 

亜鉛又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 2 以下 ◯ 

ふっ化物 mg/L 0.5   未満 0.5   未満 0.5   未満 0.5   未満 15 以下 ◯ 

トリクロロエチレン mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.3 以下 ◯ 

テトラクロロエチレン mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.1 以下 ◯ 

ベリリウム又はその化合物 mg/L 0.2   未満 0.2   未満 0.2   未満 0.2   未満 2.5 以下 ◯ 

クロム又はその化合物 mg/L 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 2 以下 ◯ 

ニッケル又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 1.2 以下 ◯ 

バナジウム又はその化合物 mg/L 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 1.5 以下 ◯ 

有機塩素化合物 mg/kg 4.0   未満 4.0   未満 4.0   未満 4.0   未満 40 以下 ◯ 

ジクロロメタン mg/L 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.2 以下 ◯ 

四塩化炭素 mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.02 以下 ◯ 

1,2－ジクロロエタン mg/L 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.04 以下 ◯ 

1,1－ジクロロエチレン mg/L 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 1 以下 ◯ 

シス－1,2－ジクロロエチレン mg/L 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.4 以下 ◯ 

1,1,1－トリクロロエタン mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 3 以下 ◯ 

1,1,2－トリクロロエタン mg/L 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.06 以下 ◯ 

1,3－ジクロロプロペン mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.02 以下 ◯ 

チウラム mg/L 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.06 以下 ◯ 

シマジン mg/L 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.03 以下 ◯ 

チオベンカルブ mg/L 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.2 以下 ◯ 

ベンゼン mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

セレン又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

1,4－ジオキサン mg/L 0.05  未満 0.05  未満 0.05  未満 0.05  未満 0.5 以下 ◯ 

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0 0 0 0.053 10 以下 ◯ 

注） ： 1 判定基準（「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所等に排出し

ようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48 年総理府令第 6 号）） 

 2 「検出されないこと。」とは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条第 1 項に規定する埋

立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48 年総理府令第 6 号）

第 4 条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限

界を下回ることをいう。  

 3 検出されずの（ ）書きの値は定量下限値を示す。  
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表 3-2 判定基準項目の分析結果（その２） 

（試料採取日 2016 年 4 月 25 日：No.5） 

（試料採取日 2017 年 2 月 19 日：No.5'-1、No.5'-2、No.6-1） 

調査項目 単位 
しゅんせつ区域 

判定基準値 
判
定 No.5 No.5'-1 No. 5'-2 No.6-1 

アルキル水銀化合物 mg/L 
検出されず 

（0.0005 未満） 

検出されず 

（0.0005 未満） 

検出されず 

（0.0005 未満） 

検出されず 

（0.0005 未満） 

検出され 

ないこと。 
◯ 

水銀又はその化合物 mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.005以下 ◯ 

カドミウム又はその化合物 mg/L 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.1 以下 ◯ 

鉛又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

有機りん化合物 mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 1 以下 ◯ 

六価クロム化合物 mg/L 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.5 以下 ◯ 

ひ素又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

シアン化合物 mg/L 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 1 以下 ◯ 

ポリ塩化ビフェニル mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.003以下 ◯ 

銅又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 3 以下 ◯ 

亜鉛又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 2 以下 ◯ 

ふっ化物 mg/L 0.5   未満 0.5   未満 0.5   未満 0.5   未満 15 以下 ◯ 

トリクロロエチレン mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.3 以下 ◯ 

テトラクロロエチレン mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.1 以下 ◯ 

ベリリウム又はその化合物 mg/L 0.2   未満 0.2   未満 0.2   未満 0.2   未満 2.5 以下 ◯ 

クロム又はその化合物 mg/L 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 2 以下 ◯ 

ニッケル又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 1.2 以下 ◯ 

バナジウム又はその化合物 mg/L 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 1.5 以下 ◯ 

有機塩素化合物 mg/kg 4.0   未満 4.0   未満 4.0   未満 4.0   未満 40 以下 ◯ 

ジクロロメタン mg/L 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.2 以下 ◯ 

四塩化炭素 mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.02 以下 ◯ 

1,2－ジクロロエタン mg/L 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.04 以下 ◯ 

1,1－ジクロロエチレン mg/L 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 1 以下 ◯ 

シス－1,2－ジクロロエチレン mg/L 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.4 以下 ◯ 

1,1,1－トリクロロエタン mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 3 以下 ◯ 

1,1,2－トリクロロエタン mg/L 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.06 以下 ◯ 

1,3－ジクロロプロペン mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.02 以下 ◯ 

チウラム mg/L 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.06 以下 ◯ 

シマジン mg/L 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.03 以下 ◯ 

チオベンカルブ mg/L 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.2 以下 ◯ 

ベンゼン mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

セレン又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

1,4－ジオキサン mg/L 0.05  未満 0.05  未満 0.05  未満 0.05  未満 0.5 以下 ◯ 

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0 0.0016 0.0069 0.00020 10 以下 ◯ 

注） ： 1 判定基準（「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所等に排出し

ようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48 年総理府令第 6 号）） 

 2 「検出されないこと。」とは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条第 1 項に規定する埋

立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48 年総理府令第 6 号）

第 4 条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限

界を下回ることをいう。  

 3 検出されずの（ ）書きの値は定量下限値を示す。  
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表 3-3 判定基準項目の分析結果（その３） 

（試料採取日 2017 年 2 月 19 日） 

調査項目 単位 
しゅんせつ区域 

判定基準値 
判
定 No.6-2 No.6-3 No.6-4 No.6-5 

アルキル水銀化合物 mg/L 
検出されず 

（0.0005 未満） 

検出されず 

（0.0005 未満） 

検出されず 

（0.0005 未満） 

検出されず 

（0.0005 未満） 

検出され 

ないこと。 
◯ 

水銀又はその化合物 mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.005以下 ◯ 

カドミウム又はその化合物 mg/L 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.1 以下 ◯ 

鉛又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

有機りん化合物 mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 1 以下 ◯ 

六価クロム化合物 mg/L 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.5 以下 ◯ 

ひ素又はその化合物 mg/L 0.01  0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

シアン化合物 mg/L 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 1 以下 ◯ 

ポリ塩化ビフェニル mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.003以下 ◯ 

銅又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 3 以下 ◯ 

亜鉛又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 2 以下 ◯ 

ふっ化物 mg/L 0.5   未満 0.5   未満 0.5   未満 0.5   未満 15 以下 ◯ 

トリクロロエチレン mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.3 以下 ◯ 

テトラクロロエチレン mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.1 以下 ◯ 

ベリリウム又はその化合物 mg/L 0.2   未満 0.2   未満 0.2   未満 0.2   未満 2.5 以下 ◯ 

クロム又はその化合物 mg/L 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 2 以下 ◯ 

ニッケル又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 1.2 以下 ◯ 

バナジウム又はその化合物 mg/L 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 0.1   未満 1.5 以下 ◯ 

有機塩素化合物 mg/kg 4.0   未満 4.0   未満 4.0   未満 4.0   未満 40 以下 ◯ 

ジクロロメタン mg/L 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.2 以下 ◯ 

四塩化炭素 mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.02 以下 ◯ 

1,2－ジクロロエタン mg/L 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.004 未満 0.04 以下 ◯ 

1,1－ジクロロエチレン mg/L 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 1 以下 ◯ 

シス－1,2－ジクロロエチレン mg/L 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.04  未満 0.4 以下 ◯ 

1,1,1－トリクロロエタン mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 3 以下 ◯ 

1,1,2－トリクロロエタン mg/L 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.06 以下 ◯ 

1,3－ジクロロプロペン mg/L 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.02 以下 ◯ 

チウラム mg/L 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.06 以下 ◯ 

シマジン mg/L 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.03 以下 ◯ 

チオベンカルブ mg/L 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.02  未満 0.2 以下 ◯ 

ベンゼン mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

セレン又はその化合物 mg/L 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.01  未満 0.1 以下 ◯ 

1,4－ジオキサン mg/L 0.05  未満 0.05  未満 0.05  未満 0.05  未満 0.5 以下 ◯ 

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.0028 0.000058 0.12 0.010 10 以下 ◯ 

注） ： 1 判定基準（「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所等に排出し

ようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48 年総理府令第 6 号）） 

 2 「検出されないこと。」とは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5 条第 1 項に規定する埋

立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48 年総理府令第 6 号）

第 4 条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限

界を下回ることをいう。  

 3 検出されずの（ ）書きの値は定量下限値を示す。  
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表 4 「告示」別表 4 に掲げる有害物質等の判定基準との適合状況 

（試料採取日 2016 年 4 月 23 日：No.2） 

（試料採取日 2016 年 4 月 25 日：No.1、No.3、No.4、No.5） 

（試料採取日 2017 年 2 月 19 日：No.6-1） 

調査項目 単位 
しゅんせつ区域 判断基準と

する濃度注） 
判
定 No.1 No.2 No.3 No.4 

クロロフォルム mg/L  0.006 未満  0.006 未満  0.006 未満  0.006 未満 8 以下 ◯ 

ホルムアルデヒド mg/L  0.30 未満  0.30 未満  0.30 未満  0.30 未満 3 以下 ◯ 

 No.5 No.6-1 ― ―  

クロロフォルム mg/L  0.006 未満  0.006 未満 ― ― 8 以下 ◯ 

ホルムアルデヒド mg/L  0.30 未満  0.30 未満 ― ― 3 以下 ◯ 

注）クロロフォルム及びホルムアルデヒドの判断基準とする濃度（「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項

を定める件」（平成 17 年環境省告示第 96 号）別表第 4）  

 

表 5 海洋投入処分の対象とする水底土砂のその他の有害物質等の参考値との適合状況  

（溶出試験） 

（試料採取日 2016 年 4 月 23 日：No.2） 

（試料採取日 2016 年 4 月 25 日：No.1、No.3、No.4、No.5） 

（試料採取日 2017 年 2 月 19 日：No.6-1） 

調査項目 単位 
しゅんせつ区域 基準値の 

目安注） 
判
定 No.1 No.2 No.3 No.4 

トリブチルスズ化合物 mg/L 0.000001 未満 0.000001 未満 0.000001 未満 0.000001 未満 0.00002 以下 ◯ 

 No.5 No.6-1 ― ―  

トリブチルスズ化合物 mg/L 0.000001 未満 0.000001 未満 ― ― 0.00002 以下 ◯ 

注） 水産用水基準における底質の有害物質に関する基準の記述において、「底質から溶出した有害物質は底質上層の海水

中に拡散することを考慮し、水産用水基準の 10 倍を下回ること」とされていることから、「海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律施行令第 5 条第 1 項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方

法」（昭和 48 年環境庁告示第 14 号）により得られた検液中の有害物質のうち、水産用水基準で基準値が定められてい

る有害物質については、基準値の目安を水産用水基準の基準値の 10 倍を下回ることとした。 

 

表 6 海洋投入処分の対象とする水底土砂のその他の有害物質等の適合状況 

（含有量試験） 

（試料採取日 2016 年 4 月 23 日：No.2） 

（試料採取日 2016 年 4 月 25 日：No.1、No.3、No.4、No.5） 

（試料採取日 2017 年 2 月 19 日：No.6-1） 

調査項目 単位 
しゅんせつ区域 

判断基準等（乾泥） 
判

定 No.1 No.2 No.3 No.4 

トリブチルスズ 

化合物 

㎎/kg 

乾泥 
0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 0.0001 未満 

最大値：1300μg/kg 乾泥 

最小値：検出下限値以下  

（検出下限値：  

0.08μg/kg 乾泥） 

◯ 

 No.5 No.6-1 ― ―  

トリブチルスズ 

化合物 

㎎/kg 

乾泥 
0.0001 未満 0.0001 未満 ― ― 

最大値：1300μg/kg 乾泥 

最小値：検出下限値以下  

（検出下限値：  

0.08μg/kg 乾泥） 

◯ 
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(3) 生化学的及び生物学的特性に関する情報 

ア 有機物質の濃度 

表 7に示すように、過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（ COD）は 0.7～

1.2mgO/g、硫化物は 0.01mgS/g 未満であり、いずれも水産用水基準値を満足してい

た。 

また、強熱減量は 6.3～15％である。これは有機物質量が大きく有機汚濁に繋が

るおそれがあるとされる強熱減量（20％）と比較しても低く、表 22-1（p.45）に

示す排出海域周辺（2.8～10.1％）と比較するとほぼ同レベルであり、影響想定海

域の水質等には影響を及ぼさないと考えられる。 

 

イ 当該一般水底土砂について既に知られている生物毒性又は当該一般水底土砂中

に生息する主要な底生生物の組成と数量の概況 

しゅんせつ区域における生物学的特性を示す底生生物（マクロベントス）の調査

を行った。調査結果を表 8及び図 3に示す。 

調査の結果、No.2 においてサンゴ礁海域の浅海域砂礫底に生息する星口動物の

ｽｼﾞﾎｼﾑｼﾓﾄﾞｷ属、環形動物の Armandia sp.、棘皮動物のﾋﾓｲｶﾘﾅﾏｺ属で 3 種 3 個体が

確認された。また、湿重量は 3.90g/0.15m2 であった。なお、出現各種の分類群に

ついては保護上重要種等の指定はなされていない。 

 

ウ 有毒プランクトンによる赤潮が頻繁に発生している海域における一般水底土砂

中に存在する有毒プランクトンのシストの量 

1976 年から 2016 年 3 月までにおいて鹿児島県内における赤潮発生状況の情報を

鹿児島県赤潮情報（鹿児島県水産技術センター）より整理した。赤潮の発生状況を

図 4及び図 5に示す。 

1976 年～2016 年 3 月の間に鹿児島県で赤潮の発生が確認されている海域は、鹿

児島県本土海域、奄美大島及び三島村黒島沖であり、小宝島周辺では、赤潮の発生

はこれまでに確認されておらず、本申請において発生する一般水底土砂において、

有害プランクトンのシストの存在の可能性は極めて低い。このため、有毒プランク

トンのシスト量についての確認は行っていない。 
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表 7 有機物質の分析結果 

（試料採取日 2016 年 4 月 23 日：No.2） 

（試料採取日 2016 年 4 月 25 日：No.1、No.3、No.4、No.5） 

（試料採取日 2017 年 2 月 19 日：No.5'-1、No.5'-2、No.6-1～No.6-5） 

調査項目 単位 
しゅんせつ区域 

水産用水基準 
判

定 No.1 No.2 No.3 No.4 

過マンガン酸カリウム

による酸素消費量（COD） 
mgO/g 0.7 1.2 0.7 1.2 20 以下 ◯ 

強熱減量 ％ 6.4 6.4 6.3 6.7 ― ― 

硫化物 mgS/g 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.2 以下 ◯ 

 No.5 No.5'-1 No. 5'-2 No.6-1  

過マンガン酸カリウム

による酸素消費量（COD） 
mgO/g 0.9 ― ― 1.0 20 以下 ◯ 

強熱減量 ％ 6.4 13 10 11 ― ― 

硫化物 mgS/g 0.01 未満 ― ― 0.01 未満 0.2 以下 ◯ 

 No.6-2 No.6-3 No.6-4 No.6-5  

過マンガン酸カリウム

による酸素消費量（COD） 
mgO/g ― ― ― ― 20 以下 ◯ 

強熱減量 ％ 15 11 12 13 ― ― 

硫化物 mgS/g ― ― ― ― 0.2 以下 ◯ 

 

 

表 8 底生生物の分析結果 単位：個体数、湿重量（g）/0.15m2 

（試料採取日 2016 年 4 月 23 日：No.2） 

（試料採取日 2016 年 4 月 25 日：No.1、No.3、No.4、No.5） 

（試料採取日 2017 年 2 月 19 日：No.6-1） 

調査地点 門 綱   属・種 項  目 個体数 湿重量 

No.1      0 0.00 

 星口動物 ｽｼﾞﾎｼﾑｼ  Siphonosoma sp. ｽｼﾞﾎｼﾑｼﾓﾄﾞｷ属 1 3.89 

No.2 環形動物 多 毛  Armanbdia sp.  1 0.01 

 棘皮動物 海 鼠  Patinapta sp. ﾋﾓｲｶﾘﾅﾏｺ属 1 ＋ 

No.3      0 0.00 

No.4      0 0.00 

No.5      0 0.00 

No.6-1      0 0.00 

        種類数 3 

        合 計 3 3.90 

注 ：湿重量の＋は 0.01g 未満を示す。 
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ｽｼﾞﾎｼﾑｼﾓﾄﾞｷ属 Armandia sp. 

 
ﾋﾓｲｶﾘﾅﾏｺ属 

備考：画像中下部の 1 目盛りは 1mm を示す。 

図 3 底生生物出現種 

＜参考資料＞ 

西村 三郎 編著  原色検索日本海岸動物図鑑Ⅰ（保育社、 1992） 

西村 三郎 編著  原色検索日本海岸動物図鑑Ⅱ（保育社、 1995） 

水産庁 編     日本の希少な野生水生生物に関するデータブック（日本水産資源保護協会、1998） 

環境省 編     レッドデータブック 2014－日本の全滅のおそれのある野生生物－ 7  

その他無脊椎動物（クモ形類・甲殻類等）（ぎょうせい、2014） 

 
 

 

図 4 鹿児島県の海域別赤潮発生件数 

資料：鹿児島県赤潮情報 2017 年 5 月現在  

（鹿児島県水産技術開発センターウェブサイト内、赤潮情報のページより作成） 
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図 5 赤潮発生海域の位置 

資料：鹿児島県赤潮情報 2017 年 5 月現在 

（鹿児島県水産技術開発センターウェブサイト内、赤潮情報のページより作成） 
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(4) 海洋投入処分しようとする廃棄物の特性のとりまとめ 

本事業で海洋投入処分の対象とする一般水底土砂の物理的特性、化学的特性、生化

学的・生物学的特性について把握した結果は以下のとおりである。 

 

ア 物理的特性 

物理的特性について把握した結果は、表 2-1～表 2-3 に示すとおりであり、目

視による形態は固体状、比重は 2.771～2.801g/cm3、50％粒径は 0.5738～6.240mm

であった、粒径組成は、礫分 10.8～77.1％、砂分 21.3～87.7％、シルト分 0.1～

3.8％、粘土分 0.1～0.6％であり、礫分と砂分で 95.6～99.8％であり、No.1 及び

No.3 で分級された砂質礫（GPS）、No.2 で分級された礫まじり砂（SP-G）、No.4 及

び No.5 で分級された礫質砂（SPG）、No.6-1 で礫まじり砂（S-G）、No.5'-1～No.5'-2

及び No.6-2～No.6-5 で砂礫質（GS）に分類される水底土砂である。 

 

イ 化学的特性 

化学的特性について把握した結果は、表 3-1～表 6に示すとおりであり、水底土

砂の判定基準項目については判定基準に適合している。また、クロロフォルムとホ

ルムアルデヒドについてはいずれも「告示」の基準を満足している。さらに、その

他の有害物質のうち、トリブチルスズ化合物についても検出下限値以下で、判定基

準の目安以下であり、その他の有害物質については、周辺の汚染源の状況から汚染

の可能性はないものと考えられる。 

 

ウ 生化学的及び生物学的特性 

生化学的及び生物学的特性について把握した結果は、表 7に示すとおりである。

有機物質の濃度は COD は 0.7～1.2 mgO/g、熱しゃく減量（強熱減量）は 6.3～15％

であり、全地点において 20％以下の水底土砂である。 

底生生物は 1 地点で 3 種、3 個体が確認されており、主な確認種は星口動物のｽｼﾞ

ﾎｼﾑｼﾓﾄﾞｷ属、環形動物の Armandia sp.、棘皮動物のﾋﾓｲｶﾘﾅﾏｺ属である。生物種が

確認されていることから、生物毒性は懸念されないと考えられる。 

また、本事業を実施する海域では、1976 年～2016 年 3 月までに赤潮は発生して

おらず、有害プランクトンによる赤潮の発生はこれまでに確認されていない。  

 

 

上記のとおり、今回海洋投入処分しようとする水底土砂の特性は、一般水底土砂で

あることに加え、物理的、化学的、生化学的及び生物学的特性からも、排出海域の海

洋環境に影響を及ぼすものではないと考えられる。 
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２ 事前評価項目の選定 

事前評価項目は、「告示注）」に基づき、表 9に示すとおりとした。 

海洋環境影響調査項目については、後述する事前評価の実施に基づき以下の項目から

選定する。 

なお、当該一般水底土砂の熱しゃく減量（強熱減量）が 20％以下（6.3～15％）であ

ること、及び排出海域は閉鎖性水域ではないことから、「告示」に則り、水環境のうち

「海水中の溶存酸素量」及び「海水中の有機物質の量及び栄養塩類の量」については事

前評価項目から除外する。 

 

注）「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」 

（平成 17 年環境省告示第 96 号） 

 

表 9 一般水底土砂の海洋投入に関する事前評価項目 

区分 事前評価項目 
調査項目の選定 

初期的評価 包括的評価 

水環境 

海水の濁り ◯ ◯ 

海水中の溶存酸素量 (*) ◯ ◯ 

海水中の有機物質の量及び栄養塩類の量 (**) ◯ ◯ 

有害物質等による海水の汚れ ◯ ◯ 

海底環境 

底質の粒径組成 ― ◯ 

底質の有機物質の量 ◯ ◯ 

有害物質等による底質の汚れ ◯ ◯ 

海底地形 ― ◯ 

海洋生物 

基礎生産量 ― ◯ 

魚類等遊泳動物の生息状況 ― ◯ 

海藻及び藻類の生育状況 ― ◯ 

底生生物の生息状況 ― ◯ 

生態系 

藻場、干潟、サンゴ群落 

その他の脆弱な生態系の状態 
◯ ◯ 

重要な生物種の産卵場又は生育場その他の  

海洋生物の生育又は生息にとって重要な  

海域の状態 

◯ ◯ 

熱水生態系その他の特殊な生態系の状態  ◯ ◯ 

人と 

海 洋 と の

関わり 

海水浴場その他の海洋レクリエーションの場  

としての利用状況 
◯ ◯ 

海中公園その他の自然環境の保全を目的と  

して設定された区域としての利用状況  
◯ ◯ 

漁場としての利用状況 ◯ ◯ 

沿岸における主要な航路としての利用状況  ◯ ◯ 

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は  

掘削その他の海底の利用状況 
◯ ◯ 

（注 1） 「告示」では、「海水中の溶存酸素量 (*)」及び「海水中の有機物質の量・栄養塩類の量 (**)」につい

ては、海洋投入処分しようとする一般水底土砂の熱しゃく減量（強熱減量）が 20％以上であり、か

つ、排出海域が閉鎖性の高い海域その他の汚染物質が滞留しやすい海域である場合に選定すると規

定している。  

（注 2） 「◯」は、それぞれの評価において選定する項目、「―」は、選定しない項目を示す。 
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３ 事前評価の実施 

(1) 調査項目の設定 

本申請については、以下に示す内容により初期的評価を実施した。 

 

ア 海洋投入処分量 

・単位期間あたりの海洋投入処分量が 10 万 m3 以下（4 年次：5,100m3）である（添

付書類 1、2 (5) ）。 

・海洋投入する当該水底土砂の堆積厚が 30cm 未満/単位期間（約 3cm/単位期間）

である（添付書類 2、3 (4) ）。 

 

イ 水底土砂の特性 

・一般水底土砂の判定基準に適合している（添付書類 2、1 (2) ）。 

・「告示」の別表第 4 に掲げる有害物質等が、同表に定める物質ごとの濃度に関

する基準を超えていない（添付書類 2、1 (2) ）。 

・その他海洋生物に対して強い有毒性を示すおそれがない（添付書類 2、1 (3) ）。 

 

加えて、p.35～p.71に示す「4 調査項目の現況の把握」の結果、影響想定海域内

に以下の存在が認められない。 

・環境基準のうち水質の汚濁に関するものが確保されていない海域その他の水質

の著しい悪化が認められる海域 

・底質の著しい悪化が認められる海域 

・藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系、重要な生物種の産卵場又は生

育場その他の海洋生物の生育又は生育にとって重要な海域、熱水生態系その他

の特殊な生態系が存在する海域 

・海水浴場その他の海洋レクリエーションの場、海中公園その他の自然環境の保

全を目的して設定された区域、漁場、沿岸における主要な航路が存在するか、

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削その他の海底の利用がなされて

いる海域 

 

ウ 累積的な影響、複合的な影響の検討 

他の事業との累積的・複合的な影響を検討するため、当該排出海域の周辺に、他

の許可における排出海域の存在を確認するため、当該排出海域周辺における海洋投

入処分の許可状況（平成 29 年 8 月末日時点）をとりまとめた。 

確認の結果、過去に当該排出海域において実施された海洋投入処分はない。また、

当該排出海域に最も近い許可（許可番号 8-002（鹿児島県十島村東之浜港））を含

む他の許可においても影響想定海域が重複しているものはない。よって、本申請に

係る海洋投入処分と他の許可の海洋投入処分との累積的、複合的な影響はない。 
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表 10 当該排出海域の周辺海域において海洋投入処分が許可された事業 

許可 

番号 

事業者 

の名称 
処分期間 

投入処分

量（m3） 
排出海域 

6-002 

住友化学 

株式会社 

平成 19 年 4 月 1 日から 

平成 24 年 3 月 31 日まで 

2,000,000 

[1][2]と北緯 30°33'00"東経 133°50'00"

を結ぶ線の延長と [2]海域の北側境界線の

交点 

[2]北緯 30°27'18"東経 133°54'18" 

[3]30°19'00"東経 133°50'00" 

[4]30°07'00"東経 133°30'00" 

[5][4]と北緯 30°15'00"東経 133°18'00"

を結ぶ線の延長と II 海域の北側境界線の

交点以上 5 点の内側 

7-008 
小 正 醸 造 株 式

会社他 5 社 

平成 19 年 4 月 1 日から 

平成 24 年 3 月 31 日まで 
10,600 

北緯 30°20′、東経 128°31′を中心とす

る半径 5 マイル（約 9.3km）以内の海域 

7-009 
小 正 醸 造 株 式

会社他 5 社 

平成 19 年 4 月 1 日から 

平成 24 年 3 月 31 日まで 
101,400 

北緯 30°45′、東経 132°10′を中心とす

る半径 5 マイル（約 9.3km）の海域 

7-010 
山 元 醸 造 株 式

会社他 5 社 

平成 19 年 4 月 1 日から 

平成 24 年 3 月 31 日まで 
16,000 

北緯 30°58.5′、東経 128°15.5′を中心

とする半径 5 マイル（約 9.3km）の海域 

7-011 
山 元 醸 造 株 式

会社他 5 社 

平成 19 年 4 月 1 日から 

平成 24 年 3 月 31 日まで 
16,000 

北緯 30°45′、東経 132°10′を中心とす

る半径 5 マイル（約 9.3km）の海域 

7-012 
薩 摩 酒 造 株 式

会社他 15 社 

平成 19 年 4 月 1 日から 

平成 24 年 3 月 31 日まで 
752 

北緯 30°20′、東経 128°31′を中心とす

る半径 5 マイル（約 9.3km）の海域 

7-013 
薩 摩 酒 造 株 式

会社他 15 社 

平成 19 年 4 月 1 日から 

平成 24 年 3 月 31 日まで 
154,242 

北緯 30°58．5′、東経 128°15.5′を中心

とする半径 5 マイル（約 9.3km）の海域 

7-014 

薩 摩 酒 造 株 式

会社他 15 社 

平成 19 年 4 月 1 日から 

平成 24 年 3 月 31 日まで 54,006 

北緯 30°42′、東経 132°19.5′及び北緯

30°45′、東経 132°10′を中心とする半径

5 マイル（約 9.3km）の海域 

7-028 

旭ファーム 

株式会社 

平成 19 年 7 月 20 日から 

平成 24 年 7 月 19 日まで 17,700 

北緯 31°08′00″、東経 128°25′00″ 

を中心とした半径 5 マイル（約 9.3km） 

の海域 

7-029 

有限会社  

太陽畜産 

平成 19 年 8 月 1 日から 

平成 24 年 7 月 31 日まで 600 

北緯 31°08′00″、東経 128°25′00″ 

を中心とした半径 5 マイル（約 9.3km） 

の海域 

7-030 

有 限 会 社 ホ ク

サ ツ え び の フ

ァーム 

平成 19 年 8 月 1 日から 

平成 24 年 7 月 31 日まで 150 

北緯 31°08′00″、東経 128°25′00″ 

を中心とした半径 5 マイル（約 9.3km） 

の海域 

7-032 
鹿 児 島 県 鹿 児

島地域振興局 

平成 19 年 8 月 1 日から 

平成 24 年 7 月 31 日まで 
101,000 

北緯 29°49′20″、東経 129°50′13″ 

を中心とした半径 200ｍの海域 

7-033 

柿内重光 平成 19 年 8 月 13 日から 

平成 24 年 8 月 12 日まで 2,000 

北緯 31°08′00″、東経 128°25′00″ 

を中心とした半径 5 マイル（約 9.3km） 

の海域 

7-034 

明 石 酒 造 株 式

会社 

平成 19 年 8 月 13 日から 

平成 22 年 8 月 12 日まで 600 

北緯 31°08′00″、東経 128°25′00″ 

を中心とした半径 5 マイル（約 9.3km） 

の海域 

7-036 
神 楽 酒 造 株 式

会社 

平成 19 年 9 月 5 日から 

平成 24 年 9 月 4 日まで 
23,000 

北緯 33°27′30″、東経 134°33′40″ 

を中心とした半径 250m の海域 

8-005 
鹿 児 島 県 十 島

村（東之浜港） 

平成 20 年 3 月 13 日から 

平成 23 年 3 月 12 日まで 
31,600 

北緯 29°35′20″、東経 129°32′00″ 

を中心とした半径 200m の海域 

9-003 
鹿 児 島 県 奄 美

市（山間港） 

平成 21 年 9 月 1 日から 

平成 23 年 8 月 31 日まで 
48,100 

北緯 28°15′00″、東経 129°39′00″ 

を中心とした半径 200m の海域 

11-001 
鹿児島県 

（和泊港） 

平成 23 年 9 月 1 日から 

平成 24 年 3 月 31 日まで 
24,000 

北緯 27°19′15" 東経 128°46′35" 

を中心とした半径 200m の海域 

12-003 
宮崎県 

（大堂津漁港) 

平成 24 年 4 月 1 日から 

平成 25 年 3 月 31 日まで 
39,000 

北緯 31°34′41″、東経 131°27′31″ 

を中心とした半径 300m の海域 

15-001 
鹿児島県 

（田之脇港） 

平成 27 年 1 月 16 日から 

平成 29 年 1 月 15 日まで 
73,000 

北緯 30°40′35.0″、東経 131°06′36.9″ 

を中心とした半径 200m の海域 

参考：「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律  第 10 条の 6 第 1 項 船舶からの海洋投入処分許可発給状況」 

 （環境省ウェブサイト 2017 年 8 月末日時点）より作成  
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図 6 他事業の排出海域の位置（平成 19 年度以降） 

参考：「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律  第 10 条の 6 第 1 項 船舶からの海洋投入処分許可発給状況」 

 （環境省ウェブサイト 2017 年 8 月末日時点）より作成  
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(2) 海洋環境影響調査項目の設定 

初期的評価においては、表 11に掲げるものを評価項目とし、それぞれの指標を用

いて評価を行った。 

 

表 11 一般水底土砂の海洋投入に関する海洋環境影響調査項目（初期的評価）  

事前評価項目 調査内容 

水環境 

海水の濁り ・SS 

有害物質等による海水の汚れ 
・カドミウム、全シアン、鉛、  

六価クロム、砒素、総水銀 

海底環境 

底質の有機物質の量 ・熱しゃく減量（強熱減量） 

有害物質等による底質の汚れ 
・カドミウム、鉛、銅、全水銀、  

全クロム 

生態系 

藻場、干潟、サンゴ群落その他の脆弱な生態系

の状態 
・藻場、干潟、サンゴ群落の状況  

重要な生物種の産卵場又は生育場その他の海洋

生物の生育又は生息にとって重要な海域の状態  

・海棲哺乳類の状況、 

・ウミガメの状況 

・漁業資源状況、 

熱水生態系その他の特殊な生態系の状態  ・特殊な生態系の状況 

人と海洋 

との関わり 

海水浴場その他の海洋レクリエーションの場と

しての利用状況 

・釣り場、海水浴場、 

その他レジャー利用状況 

海中公園その他の自然環境の保全を目的として

設定された区域としての利用状況  
・自然公園等の設定状況 

漁場としての利用状況 
・漁業権の設定状況 

・周辺海域の漁海況 

沿岸における主要な航路としての利用状況  
・フェリー航路 

・船舶通航量 

海底ケーブルの敷設、海底資源の探査又は掘削

その他の海底の利用状況 

・海底ケーブルの敷設状況 

・海底資源の分布状況 

備考：調査項目の設定は、「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」（平成 17 年環境省告

示第 96 号）に基づいた。 
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(3) 自然的条件の現況の把握 

ア 水 深 

排出海域周辺の水深状況を図 7に示す。 

排出海域は、小宝島港から南南東へ約 9 ㎞離れた地点に位置している。一般水底

土砂の排出海域及びその周辺の水深は約 200m である。 

 

イ 流況 

十管区海洋速報（第十管区海上保安本部ウェブサイト）、十一管区海洋速報（第

十一管区海上保安本部ウェブサイト）及び近海航路誌（海上保安庁、平成 20 年）

より、排出海域周辺の流況に関する資料を入手し整理した。 

図 8-1 及び図 8-2 に示すように、小宝島南部海域（排出海域周辺）の流向は、

小宝島西部を北上する黒潮本流の流軸の位置の影響を受け、流軸が小宝島に近い場

合は北向き、遠い場合は黒潮本流から分離した環流の影響により東向き及び南向き

の流れが発達していると考えられる。 

小宝島南部海域（排出海域周辺）の流速は、過去 2 年間の海洋速報（第十管区海

上保安本部、第十一管区海上保安本部）によると、流速が 2 ノット（1.0m/s）以上

を示す黒潮の流軸が排出海域周辺まで接近することはなく、排出海域周辺の流速は

年間を通じて 1.0～1.9 ノットの範囲で示されていることから、概ね 1.5 ノット

（0.8m/s）程度であると考えられる。 

また、排出海域周辺の平均流速（ベクトル平均）についてみてみると、図 9に示

すように、0.2～0.4 ノット（0.1～0.2m/s）程度であると考えられる。 

以上のことから、排出海域周辺の流況については影響の最大をみるため、ベクト

ル流速については 1.5 ノット（0.8m/s）、ベクトル平均流速については 0.2～0.4

ノット（0.1～0.2m/s）とした。 
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図 7 排出海域の位置 

資料：海図（W231 吐噶喇群島及付近、平成 15 年 8 月刊行）より作成
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図 8-1 小宝島周辺の流況と黒潮本流の概要 

備考：参考として 2017 年 5 月の速報を示す。 

過去 2 年間の速報は資料編に示す。 

資料：十管区海洋速報 2017 年 5 月現在 

（第十管区海上保安本部ウェブサイト内、海象情報のページより作成） 
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図 8-2 小宝島周辺の流況と黒潮本流の概要 

備考：参考として 2017 年 5 月の速報を示す。  

過去 2 年間の速報は資料編に示す。 

資料：十一管区海洋速報 2017 年 5 月現在 

（第十一管区海上保安本部ウェブサイト内、海洋情報のページより作成） 
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図 9 平均流速（ベクトル平均） 

資料：近海航路誌（海上保安庁、平成 20 年）より作成 
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(4) 影響想定海域の設定 

ア 海洋投入による濁りの拡散予測 

(ｱ) 予測内容 

一般水底土砂の海洋投入に伴い発生する水の濁りが排出海域外の水質に及ぼ

す影響を把握するため、「浚渫土砂等の海洋投入及び有効利用に関する技術指針

（改訂案）」（平成 25 年 7 月、国土交通省港湾局）に示された簡易予測図を用い

て、濁りの拡散予測を実施した。 

 

(ｲ) 予測方法 

① 簡易予測図による濁りの拡散距離 

「浚渫土砂等の海洋投入及び有効利用に関する技術指針（改訂案）」（平成

25 年 7 月、国土交通省港湾局）の簡易予測図（図 10）を用い、次ページに

示す予測条件（1 回当りの投入量 1,000m3、粗粒土、排出海域の水深約 200m）

より、濁りの拡散距離（約 900m）を求めた。 

 

 

 

注）1： 排出海域の流速が 0.2m/s の場合を想定している。  

  2： 500～3,000m3 は 1 回当たりの投入量を示す。  

 

図 10 濁りの拡散に関する簡易予測図（土運船・粗粒土） 

資料：「浚渫土砂等の海洋投入及び有効利用に関する技術指針（改訂案）」

（平成 25 年 7 月、国土交通省港湾局） 
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② 現地流速による拡散距離の補正 

排出海域における拡散距離を予測するため、簡易予測図により求めた濁り

の拡散距離を、以下の式を用いて補正した。 

 

Ｒ 1＝Ｒ×ｖ 1／0.2 
Ｒ 1：流速補正後の濁りの拡散距離（m） 
Ｒ  ：簡易予測図による濁りの拡散距離（m） 
ｖ 1：排出海域の流速（m/s） 
 
 

(ｳ) 予測条件 

予測条件は、表 12に示すとおりである。なお、土砂のシルト・粘土分の割合

については、濁りの拡散範囲が最大となる条件とするため、No.6-5 のシルト・

粘土分の割合を用いた。 

 

表 12 予測条件 

項  目 条 件 備   考 

排出海域の範囲 
400m 

（直径 400m の円内） 
― 

1 回当りの土砂投入量注） 1,000m3 ― 

土砂のシルト・粘土分の

割合 
4.4％（粗粒土） 

土砂拡散の影響の最大をみるため、投

入土砂の物理的特性の分析結果（ p.4

～p.5）より、シルト・粘土分の割合が

最大となる地点（No.6-5）の割合を予

測条件とした。 

排出海域の水深 200m ― 

排出海域の流速 
1.5 ノット 

（≒0.8m/s） 

周辺海域の平均流速（ベクトル流速）

を用いた。 

SS 濃度の目安 
バックグランド 

＋2mg/L 

「水産用水基準第 7 版（2012 年版）」（平

成 25 年、社団法人日本水産資源保護協

会）に示された「水産生物に対し人為

的に加えられる SS 濃度は 2mg/L 以下で

あること」を用いた。 

注）1 日に実施する廃棄物処分の回数と量は、廃棄物海洋投入処分許可申請書 別紙３に示すように最大 2 回、

計 2,000m3 である。しかし、小宝島南部海域の平均流速（ベクトル平均）は 0.2～0.4 ノット（0.1～0.2m/s）

程度である（p.23参照）こと、廃棄物の投入間隔が最小 2 時間 40 分（投入時間 10 分を含む。）であるこ

とから、廃棄物投入終了後から次回投入開始までの 2 時間 30 分間に排出土砂は 900～1,800m（＝0.1～

0.2m/s×2 時間 30 分）程度拡散すると考えられる。排出海域は直径 400m であり、廃棄物投入開始時には

前回投入した排出土砂は完全に排出海域外に拡散するため、廃棄物の投入に対して前回の投入の影響は受

けないと考えられる。したがって、1 回当りの土砂投入量は土運船の最大積載量とした。 

 

(ｴ) 予測結果 

予測計算の結果、濁りの拡散距離は土砂投入点から半径 3,600m と予測される。 

 

 

Ｒ 1 ＝Ｒ×ｖ 1／0.2 
 ＝900(m)×0.8(m/s)／0.2 
 ＝3,600(m) 
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イ 海洋投入による堆積範囲の予測 

(ｱ) 予測内容 

一般水底土砂の海洋投入に伴う土砂の堆積状況を把握するため、「浚渫土砂等

の海洋投入及び有効利用に関する技術指針（改訂案）」（平成 25 年 7 月、国土交

通省港湾局）に示された簡易予測図を用いて、堆積範囲の予測を実施した。 

 

(ｲ) 予測方法 

「浚渫土砂等の海洋投入及び有効利用に関する技術指針（改訂案）」（平成 25

年 7 月、国土交通省港湾局）の簡易予測図（図 11）を用い、次ページに示す予

測条件（1,000m3 積み土運船、中砂分、排出海域の水深 200m）より、土砂の堆積

幅を求めた。 

 

 

 
注）500～3,000m3 は 1 回当たりの投入量を示す。  

図 11 1 回の土砂投入による堆積幅の簡易予測図（中砂分） 

資料：「浚渫土砂等の海洋投入及び有効利用に関する技術指針（改訂案）」 

（平成 25 年 7 月、国土交通省港湾局） 
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(ｳ) 予測条件 

予測条件は、表 13に示すとおりである。なお、土砂の粒径については、一般

水底土砂の堆積範囲が最大となる条件とするため、No.6-1 の中央粒径を用いた。 

 

表 13 予測条件 

項  目 条 件 備   考 

排出海域の範囲 
400m 

（直径 400m の円） 
― 

投入に使用する船舶の

種類 
1,000m3 積み土運船 ― 

土砂の粒径（d50） 
中 砂 

（中央粒径 0.5738mm） 

土砂拡散の影響の最大をみるため、投入土砂

の物理的特性の分析結果（p.4～p.5）より、

中央粒径が最小となる地点（No.6-1）の中央

粒径を予測条件とした。 

排出海域の水深 200m ― 

 

(ｴ) 予測結果 

予測計算の結果、堆積幅は 380m であり、堆積範囲は排出海域の中心から半径

390m の円内（半径 200m の排出海域外に 190m）と予測される。 

 

 

 

図 12 堆積範囲 
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ウ 海洋投入による堆積厚の予測 

(ｱ) 予測内容 

排出海域の年間平均堆積厚を予測した。 

 

(ｲ) 予測式 

予測式は「一般水底土砂の海洋投入処分申請の進め方に係る指針」（平成 18

年 3 月、環境省地球環境局環境保全対策課）の「<参考 4>年間平均堆積厚の推定

方法について」の堆積厚算出式を用い、年間平均堆積厚については単位期間内に

排出海域に投入する土砂が平均的に堆積する（円筒状に堆積する）ものとして下

記に示す式を用いた。 

 

Have＝Q/S  

ただし、 

Have ： 年間平均堆積厚（m） 

Q ： 単位期間投入量（m3） 

S ： 投入土砂の堆積範囲（m2） 

 

(ｳ) 予測条件 

予測条件は表 14に示すとおりである。なお、投入土砂の沈降速度については、

堆積厚が最大となる条件とするため、No.6-3 の中央粒径を用いた。 

 

表 14 予測条件 

項  目 単位 設定値 備  考 

単位期間投入量 Q m3 5,100 4 年次 

投入土砂の堆積範囲 S m2 約 166,586 

S ＝ 3×(a+(y×D/z))^2 

 a：排出海域の半径 

 y：排出海域の平均流速(ベクトル平均) 

 D：排出海域の水深 

 z：投入土砂の沈降速度 

※ 沈降速度は堆積厚影響の最大をみるた

め、中央粒径が最大である地点（No.6-3）

の中央粒径 6.240mm より、インパクト則を

用いて算出した。 

 

(ｴ) 予測結果 

予測計算の結果、年間平均堆積厚は約 0.03m（3cm）と予測される。 
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エ 影響想定海域の設定 

一般水底土砂の堆積範囲、平均堆積厚及び濁りの拡散範囲の検討結果を表 15に、

設定した影響想定海域を図 13に示す。 

影響想定海域は、濁りの拡散範囲の予測結果及び一般水底土砂の堆積範囲の予測

結果に基づき、最も影響範囲が大きいものとなる濁りの拡散範囲を採用することと

し、排出海域の中心から 3.8 ㎞（3,800m）の海域（排出海域の中心から 3,800m の

円）とする。 

また、排出海域における海洋投入土砂の年間平均堆積厚は、約 3cm/単位期間と

予測された。 

 

表 15 一般水底土砂の堆積範囲及び濁りの拡散範囲の検討結果 

 影響範囲 

（排出海域の中心からの半径の距離  
平均堆積厚 

一般水底土砂の堆積範囲 0.39 ㎞（390m） 約 3cm/単位期間 

濁りの拡散範囲 3.8 ㎞（3,800m） ― 

影響想定海域 3.8 ㎞（3,800m） ― 
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図 13 影響想定海域 

資料：海図（W231 吐噶喇群島及付近、平成 15 年 8 月刊行）より作成  




